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近年、富裕層や多国籍企業の租税回避行為が世界的に問題となっている。

個人においては、国外に資産を移転することで税負担を回避する例、多

国籍企業においては、電子商取引、ハイブリッドな金融商品・事業体、利

子の損金算入、タックス・ヘイブンや各国の税制上の優遇措置、租税条約

の優遇措置、ＰＥ認定の回避、無形資産の移転、グループ内取引の移転価

格の操作などで合法的に税負担を軽減する例が出てきており、政治問題化

している。

個人の資産の移転に関しては、米国のＦＡＴＣＡやＯＥＣＤのＣＲＳな

ど、自国民が海外に開設した口座情報を収集する仕組みが構築されている。

ＦＡＴＣＡは既に実施されており、ＣＲＳは 2016 年または 2017 年からの

開始が予定されている。多国籍企業の租税回避に対しては、ＯＥＣＤが進

めるＢＥＰＳ（税源浸食と利益移転）の防止プロジェクトが進められてお

り、2014 年９月に第一段階が終了し、2015 年末までに完了する予定であ

る。わが国の平成 27 年度税制改正に盛り込まれる項目もある。本稿では、

これらの内容を、金融証券取引への影響等にも触れつつ解説する。

１章　国際課税における問題点（国際的租税回避の観点で）

２章　クロスボーダーの金融証券取引の把握

３章　ＯＥＣＤのＢＥＰＳ（税源浸食と利益移転）対応ＰＪ

４章　今後の検討課題

国際租税回避への対応と
金融証券取引
～金融口座の自動的情報交換とＢＥＰＳプロジェクトを
中心に～

吉井 一洋／是枝 俊悟
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１章　国際課税における問題点
（国際的租税回避の観点で）

１．国外における資産秘匿と脱税ほう助
スイスは歴史的に銀行法において、銀行に対し

顧客情報の守秘義務が厳しく課されているため、

かねてよりダーティーマネーの世界最大の保管場

所の一つと指摘されていた１。

こうした中、スイスに本拠を置き世界最大規

模の富裕層向けのプライベートバンキング業務を

行っているＵＢＳが、少なくとも 2000 年から 07

年の間、観光旅行を名目としてスイスから米国に

行員を送り込み、米国人にスイス口座を利用した

脱税を積極的に提案していたことが発覚した。

米国はＵＢＳの元従業員を刑事告訴し、元従業

員は起訴事実を認め、ＵＢＳは司法取引に応じ、

７億8,000万ドルの罰金を支払うことで和解した。

同様に、クレディ・スイスについても、2014

年５月に「米国人顧客の脱税を意図的にほう助し

た」と有罪を認め、米国司法省、ニューヨーク州

金融サービス局、ＦＲＢに対し合計で 28 億 1,500

万ドルの罰金を支払う旨公表した。

一般的に、申告されていない所得が国外の銀行等

にプールされている場合、税務当局が取引の情報を

捕捉することは難しく、かつ、国外の銀行等に対し

て直接、捜査権限を行使することはできない。この

ため、外国の銀行等を利用して取引を行うことで脱

税を行いやすい環境にあるものと言える。

そこで、米国は米国人が国外の口座を利用して

脱税を行わないよう、また、他国の銀行等が米国

人の脱税をほう助することがないよう、米国人が

国外で保有する口座情報を、米国政府が取得でき

るようにする制度を導入することとした。

米国に限らず、各国の税務当局は、自国の居住

者が国外に保有する資産の情報を取得できるよう

にする取り組みを進めている。

なお、こうした事件の後スイスは、銀行の守

秘義務について見直しを行っている。2009 年

３月に閣議決定により銀行の守秘義務を見直し、

租税詐欺（tax fraud）だけでなく租税回避（tax 

evasion）の場合でも口座情報を他国の税務当局

等に提供できることとした。また、各国との租税

条約を改正し、銀行機密に関する情報についても

交換を可能とした（日・スイス租税条約の改正は

2012 年１月以後適用）。さらに、後述するＣＲ

Ｓに基づく自動的情報交換にも 2017 年から参加

する予定である。

２．海外事業の納税額を極小化する戦略

前述の外国口座における資産秘匿は法律を犯す

「脱税」であったが、合法な（違法とされない）「節

税」についても問題視されている。

米国に親会社の籍を置くグローバル企業は、「政

治的に本社のあるところできちんと税金を納めて

いないとたたかれる」２ため米国内ではある程度

の税金を負担しているが、海外事業においては現

地での納税額を極小化する戦略を採っているもの

とされている。

代表的なものとしては、① Double Irish with a 

Dutch Sandwich、 ② Swiss Trading Company と

いったスキームが例として挙げられる。

―――――――――――――――――
１）  ニコラス＝シャクソン著、藤井清美訳『タックス・ヘイブンの闇－世界の富は盗まれている！』朝日新聞出版（2012

年２月）など参照。
２）政府税制調査会（政府税調）の国際課税ディスカッショングループ（以下、国際課税ＤＧ）（2013 年 10 月 24 日）

における東京大学大学院法学政治学研究科・太田洋教授の説明。
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１）Double Irish with a Dutch Sandwich
（１）グーグルのケース（図表 1-1）

グーグルではいわゆるダブルアイリッシュダッ

チサンドウィッチという手法を用いて租税回避が

行われていた。その概要は下記のとおりである。

◇アイルランド（低税率＋管理支配地主義）に

特許等を保有管理する子会社 Google Ireland 

Holdings と全世界の広告収入を管理する子会

社 Google Ireland Ltd. を設立する。

◇米国の Google Inc. から、Google Ireland Holdings

に特許等の無形資産を移転する。

◇ Google Ireland Holdings はタックス・ヘイブ

ンのバミューダにて管理支配する。そのため、

アイルランドでは非課税となる。

◇ Google Ireland Ltd. が全世界から広告収入を獲

得する。そのうち 88％をライセンス使用料とし

て支払う。支払いにあたっては、オランダに設

立されているGoogle Netherlands Holdings B.V.を

経由して、Google Ireland Holdings に支払う。

◇ Google Ireland Holdings はバミューダ法人（す

なわちアイルランドから見ると外国法人）とし

て扱われる。同社へのライセンス使用料の支払

いは本来なら源泉税が課されるため、租税条約

により源泉税が免除されるオランダ法人を経由

して支払う。

◇チェック・ザ・ボックス規則（企業体を法人と

して扱うか、パートナーシップ等として扱うか

選択できる制度）を活用し、米国のタックス・

ヘイブン対策税制の適用を免れている可能性が

ある。

（２）アップルのケース
◇アップルの場合も、アイルランドに複数の法人

グローバル
市場（米国以外）

図表1-1　グーグルの租税回避スキーム

（出所）各種資料に基づき大和総研金融調査部制度調査課作成
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を設立している。

　　アップル製品の欧州、中東、アフリカ、インド、

アジア・太平洋地域での販売については Apple 

Sales International（ＡＳＩ）が責任を負う。

　　 Ａ Ｓ Ｉ と そ の 親 会 社 の Apple Operations 

Europe（ＡＯＥ）は、コスト・シェアリング契

約に基づき、上記の米国外の地域で製品を販売

するために必要な知的財産権を有する。さらに、

これらを含めたアップルの海外子会社の持株会

社である Apple Operations International（ＡＯ

Ｉ）もアイルランドに設立されている。ＡＯＩ

は、米国の Apple Inc.（米国 Apple）の 100％

子会社である。

◇コスト・シェアリング契約とは複数の企業が

特許等の無形資産を共同で開発した場合に、そ

の権利・利得を各企業のコスト負担に応じて配

分する契約である。アップルの場合は、米国の

Apple Inc.（米国 Apple）は米国での特許等の

使用権、ＡＳＩとＡＯＥが米国外での特許等の

使用権を得ている。

◇アイルランドでは、政府との交渉により法定税

率 12％よりも実質的に低い税率（2003 年以

降２％以下）の適用を認めてもらっていた。Ａ

ＳＩの 2009 年から 2011 年の税率は、0.05％

から 0.1％であった。

◇ＡＯＩには物理的な実態はなく、同社の管理

支配が米国で行われているため、税務上は、ア

イルランドの法人ではない。米国に所在しな

いため、米国法人でもない。そのため、同社

の 2009 年～ 11 年の同社の純利益は、アップ

ルの全世界の利益の 30％を占めていたにもか

かわらず、法人税はどの国にも全く払っていな

かった。ＡＳＩも税務上アイルランドの法人で

もなく米国の法人でもない。ＡＳＩはわずかで

はあるが、アイルランドに法人税を払っていた。

◇アップルの米国以外の地域での製品の販売収入

はＡＳＩ、およびその親会社であるＡＯＩに集

約されるよう仕組まれている。

◇ＡＯＩの所得はタックス・ヘイブン対策税制

により米国アップルの所得に含まれるがチェッ

ク・ザ・ボックス規則により、アイルランドの

下位の子会社からＡＯＩへのロイヤリティや配

当等のパッシブな所得の支払いは、同一法人間

の内部取引として取り扱われ、タックス・ヘイ

ブン対策税制の対象からは除外される。

◇このように、アップルの場合は、コスト・シェ

アリング契約、アイルランドおよび米国の税制

上の居住地の認定、チェック・ザ・ボックス規

則を活用したスキームとなっている。

２）Swiss Trading Company
（１）スターバックスのケース（図表 1-2）

スイスにおいては、スイス国外の会社が製造し

た製品を、スイス国外の市場でスイス国外の顧客

に販売する場合に税負担の軽減を受けられる（こ

うした取引を行う会社を Swiss Trading Company

という）。

スターバックスの英国法人は、Swiss Trading 

Company からオランダの製造子会社を経由してコー

ヒー豆等を高いコストで仕入れることにより英国内

での所得を圧縮していたとされている。

このほかにも、スターバックス英国法人は外国

のグループ会社への負債利子の支払いやコーヒー

の製法に関するロイヤリティの支払いなどを通じ

た所得の圧縮も行っていたとされる。

こうした取引は合法なものであったが、英国

内における売上に比してスターバックスの英国

法人が英国に納めた法人税が極端に少ないこと
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が英国民から強い非難を浴び、不買運動にまで

発展した。

このことを受け、スターバックスの英国法人は、

2013 年および 2014 年において、グループ会社

に支払うコーヒー豆の仕入れによるマークアップ

（上乗せ利益）、利子、ロイヤリティに係る控除を

主張しないこと、2013 年および 2014 年におい

て課税所得にかかわらず各年 1,000 万ポンドの

範囲で税を支払うこと、を英国政府とコミットし

た旨公表した。

３）インターネット取引
（１）アマゾンのケース
◇ ア マ ゾ ン は、 ル ク セ ン ブ ル ク の Amazon 

Europe Holdings にウェブサイト運営のため

の知的財産を移転し、ここから委託を受けた

Amazon EU S.a.r.L が、ＥＵ全体のｅコマース

の事業の運営を統括している。

◇各地域の配送は、各地域の子会社が行う。

◇ 2011 年の Amazon EU S.a.r.L の欧州全体の売

上高は 91 億ユーロだが支払税額は 820 万ユー

ロ、Amazon.co.uk の売上高は 2.07 億ポンドだ

が、支払税額は 180 万ポンドだった。

◇英国には 15,000 人以上の従業員がおり、英国

顧客向けに英国内で在庫を保有し、配送業務等

を実際に行っている。

◇アマゾンについては、わが国においても問題

となっている。わが国には支店はなく、顧客と

直接契約・代金授受を行っており、国税庁は、

Amazon.co.jp の業務を日本法人の業務の代行と

認定した（その後、日米協議により、日本側の

主張は退けられた）。

（出所）各種資料に基づき大和総研金融調査部制度調査課作成

図表1-2　スターバックスの租税回避スキーム
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３．ハイブリッド金融商品

一般的に、企業の支払利子は損益算入され課税

所得から控除される一方で、受取利子は益金に算

入され課税所得に加えられる。他方、支払配当は

法人税課税後の所得から支払う（損金算入できな

い）一方で、受取配当については益金に（一部）

算入されない３。

利子については受取法人側、配当については支

払法人側で所得にカウントされることで、いずれ

か１回課税される仕組みになっている。

しかし、近年、資本と負債の中間的な性質を持

つハイブリッド金融商品の発行が増加している。

ハイブリッド金融商品は、ある国の法律では「債

券」、他の国の法律では「株式」と定義が分かれ

る可能性がある。

ハイブリッド金融商品に基づく支払いが、支払

い側の国では「負債の利子」として損金算入され

る一方、受取側の国では「配当の受け取り」とし

て益金不算入となれば、いずれの国でも課税され

ない場合があり得る。

２章　クロスボーダーの金融証券
取引の把握

１．米国ＦＡＴＣＡ

１）米国ＦＡＴＣＡの本則
ＦＡＴＣＡ（Foreign Account Tax Compliance 

Act：外国税務コンプライアンス法）は 2010 年

―――――――――――――――――
３）もっとも、わが国のように、株式の保有比率によって受取配当の益金不算入が一部制限されている場合もある。

図表2-1　ＦＡＴＣＡのスキーム

米国人口座の
情報を提供

外国金融機関
Foreign Financial Institution

協力米国人口座
（情報提供に同意）

非協力口座
（情報提供に不同意）

30％源泉徴収や
非協力口座の閉鎖

米国企業配当
利子など

ＦＦＩ契約を結ば
ない場合、30％の
懲罰的源泉課税が
課される

米ＩＲＳ
（内国歳入庁）

ＦＦＩ契約

外国
（日本等） 米国

・個人保有者の名称
・口座残高
・利子や配当の年間
　受取総額　など

（出所）財務省「税制調査会（国際課税ＤＧ③）〔自動的情報交換について〕」（平成26年４月４日）
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３月に成立した米国の法律であり、米国ＩＲＳ（内

国歳入庁）が（米国から見た）外国の金融機関

に対して米国人口座情報の提供を求めるものであ

る。

ＦＡＴＣＡそのものは外国に対して直接の法的

強制力はないが、ＦＡＴＣＡの要求する口座情報

の提供を行わない外国金融機関（ＦＦＩ）に対し

ては米国源泉所得について懲罰的源泉課税（税率

30％）を課すとした。このため、米国と取引の

あるＦＦＩは懲罰的源泉課税を免れるよう、ＦＡ

ＴＣＡに対応せざるを得ない状況となった。

２）協定の３類型と締結国
ＦＡＴＣＡそのものは、米国ＩＲＳとＦＦＩが

ＦＦＩ契約を結ぶこととしているが、世界各国の

多数のＦＦＩと個別に対応を行うのは現実的では

ない。このため、米国口座情報の提供について米

国と協定（声明）を結んだ国については、それぞ

れの国内のＦＦＩがＩＲＳと個別にＦＦＩ契約を

結ぶ必要はなく、国内のＦＦＩは原則として懲罰

的課税を免れることとした。

2014 年 11 月 30 日時点で、52 の国・地域が

米国と協定締結、60 の国・地域が協定につき大

図表 2-2　ＦＡＴＣＡに係る協定締結国の状況（2014 年 11 月末現在）

締結済み
未締結

大筋合意 交渉状況
について

未公表
Model １

Model ２ Model １
導入予定

Model ２
導入予定互恵あり 互恵なし

①ＯＥＣＤ加盟
国（米国除く

33 カ国）
英独仏伊西な

ど 23 カ国 ―
日本、オー
ストリア、

チリ、スイ
ス

ポルトガル、スロ
バキア、韓国、ト
ルコ、ギリシャ、

アイスランド
― ―

② G20 加盟国 
（①を除く）

南アフリカ、
ブラジル ― ― 中国、インド、イ

ンドネシア ―
ロシア、アル
ゼンチン、サ
ウジアラビア

③ＥＵ加盟国 
（①②を除く）

キプロス、ラ
トビア、リト
アニア、マル

タ
ブルガリア ― クロアチア、ルー

マニア ― ―

④タックス・ヘ
イブンとされる
国・地域（注）

（①②③を除く）

モーリシャス、
英領ジブラル

タル、英領ガー
ンジー、英領
ジャージー、

リヒテンシュ
タイン

英領ケイマ
ン諸島、バ
ハマ、バル
バドス、英
領ヴァージ
ン諸島、英

領ターク
ス・カイコ

ス諸島

バミュー
ダ諸島

アンギラ、アン
ティグア・バー

ブーダ、パナマ、
ドミニカ国、グレ
ナダ、英領モンセ
ラット、セント・
クリストファー・
ネイヴィース、セ
ント・ルシア、セ

ント・ビンセン
トおよびグレナ
ディーン諸島、

バーレーン、セー
シェル

サンマリノ

蘭領アル
バ、ベリー
ズ、ニュー

ジーランド領
クック諸島、

マーシャル諸
島、ナウル、

ニュージーラ
ンド領ニウ

エ、サモア、
トンガ、バヌ
アツ、アンド
ラ、英領マン
島、モナコ、

リベリア
（注）ＯＥＣＤの 2000 年６月のタックス ･ ヘイブン ･ リストに掲載された国・地域（タックス・ヘイブン

判定基準を満たすが、2000 年６月以前に、2005 年までの有害税制除去を約束した国・地域を含む）
（出所）米国財務省ウェブサイトを基に大和総研金融調査部制度調査課作成
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うち、Model １協定の互恵なしを選択したのはブ

ルガリアのみである。

なお、タックス・ヘイブンとされる国・地域に

おいては、Model １の互恵なしを選択している地

域も多数みられる。

３）Model １協定と Model ２協定のスキーム
Model １協定では、各国の金融機関は、保有者

が米国人であり米国に対し口座情報を提供するこ

とに同意した「協力米国人口座」のほか、米国に

対し口座情報を提供することに不同意の「非協力

口座」の情報も、自国の税務当局に提供する。

各国は、自国の金融機関にこうした情報を提供

させる根拠法を整備する必要がある。

Model ２協定においては、国内法を新たに定め

る必要はなく、非協力口座にかかる情報について

は、米国ＩＲＳから各国に対し租税条約に基づく

要請があれば、それを受けて各国の税務当局がＦ

ＦＩに対し非協力口座の情報を入手し、ＩＲＳに

提供する形をとる。

４）わが国における実施スケジュール
わが国のＦＦＩにおいては、2014 年７月１日

から、既存口座および新規口座について米国人口

座であるか否かの確認（デューデリジェンス）が

開始されている。

一定の軽微基準を満たす口座を除き、原則２年

以内（2016 年６月 30 日まで）にデューデリジェ

ンスを行い、各年中に判明した米国人口座につい

て、顧客の同意を得た上で翌年３月末までにＩＲ

Ｓに報告する（同意を得られない口座の情報につ

いては、総件数・総額をＩＲＳに報告する）。

筋合意を得ている。ＯＥＣＤ加盟国（米国除く

33 カ国）のうち 27 カ国が米国と協定を締結済

みで、残りの６カ国も大筋合意に至っている。

また、モーリシャス、英領ケイマン諸島などタッ

クス・ヘイブンとされる国・地域なども米国と協

定を締結しているものが見られる（図表 2-2 参

照）。

米国と各国との協定のモデルには大きく分けて

３種類がある。Model １協定は、各国が国内法

を整備し、ＦＦＩが各国税務当局を通じてＩＲＳ

に間接的に米国口座情報を提供するスキームであ

り、Model １協定はさらに米国から各税務当局に

対する情報提供も行うもの（互恵あり）と、米国

から各税務当局に対する情報提供は行わないもの

（互恵なし）の２種類がある。

Model ２協定は、ＦＦＩは情報提供について同

意を得た口座（協力米国人口座）の情報をＩＲＳ

に直接提供し、同意を得られない口座（非協力口

座）の情報についてはその総件数・総額をＩＲＳ

に提供するスキームである。

主要国およびタックス・ヘイブンとされる国・

地域について、米国との協定の締結状況をまとめ

たものが図表 2-2 である。

ＯＥＣＤ加盟国（米国を除く 33 カ国）のうち、

Model ２協定を締結したのは日本、オーストリア、

チリ、スイスの４カ国だけであり、残りの 29 カ

国は Model １協定を締結済みまたは締結予定で

ある。既に Model １を締結済みの 23 カ国は全て

互恵ありを選択している。

互恵ありの協定を結ぶと、米国ＩＲＳから自国

の税務当局に自国民の口座情報を入手できるよう

になるため、Model １協定を選択した主要国のほ

とんどは互恵ありを選択したもようである。ＯＥ

ＣＤ・G20・ＥＵのいずれかに加盟している国の
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図表2-3　ＦＡＴＣＡのModel１協定による情報提供スキーム

米国人口座の
情報を提供

協力米国人口座
（情報提供に同意）

非協力口座
（情報提供に不同意）

米ＩＲＳ
（内国歳入庁）欧州５カ国税務当局

欧州５カ国の金融機関

③政府間取決めに従って自動的に情報提供

（2015年以降毎年９月末までに前年分の情報を提供）

米国の金融機関にある
欧州５カ国居住者の口座
情報を入手し５か国の税
務当局に送付

①ＦＡＴＣＡの求める情報
　（米国居住者の口座残高など）
　を金融機関に提出させる国内
　法を整備

②
右
国
内
法
に
よ
り

　情
報
入
手

（出所）財務省「税制調査会（国際課税ＤＧ③）〔自動的情報交換について〕」（平成26年４月４日）

・ＦＦＩ契約の締結を免除
・非協力口座への30％源泉徴収や
  口座閉鎖の義務を免除

図表2-4　ＦＡＴＣＡのModel２協定による情報提供スキーム

②・協力米国人口座については、
　　個別情報（口座残高等）を送付。
　・非協力口座については、
　　金融機関毎の総件数・総額を送付。

日本の金融機関

協力米国人口座
（情報提供に同意）

非協力口座
（情報提供に不同意）

①要請文を発出。
実施状況を監督。

米ＩＲＳ
（内国歳入庁）

（出所）財務省「税制調査会（国際課税ＤＧ③）〔自動的情報交換について〕」（平成26年４月４日）

金融庁等

国税庁
⑤租税条約に基づき情報提供

（情報提供要請から６か月以内に、情報を提供）

③非協力口座の情報を租税条約に基づき要請

④
租
税
条
約
実
施
特
例
法
の

調
査
権
限
に
よ
り
情
報
入
手

（
非
協
力
口
座
の
情
報
を
入
手
）

・ ＦＦＩ契約の締結を免除
・ 非協力口座への30％源泉徴収や
   口座閉鎖の義務を免除
・ 一部の金融機関・金融商品を適
   用外とする

2015年以降毎年３月に前年分の
情報を提出
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２．自動的情報交換

１）わが国のこれまでの取り組み
各国の税務当局同士が連携し税務情報を交換す

る取り組みはＦＡＴＣ A の実施以前から行われて

いた。

近年、税務当局が法定調書から入手した非居住

者に係る所得情報等を、居住地国等に対し大量一

括で情報提供を行う「自動的情報交換」が進めら

れてきている。

2013 年 10 月に改正が発効された税務行政執

行共助条約では、締結国が自動的情報交換を行う

旨が明確に定められた。

現在、わが国において税務署に提出する法定調

書のうち、非居住者等への支払いに係るものにつ

いては原則２通を税務署に提出することとされて

おり、その１通は当該非居住者等の居住地国等に

送付されている。

平成 25 事務年度（平成 25 年７月～平成 26

年６月）においてわが国の国税庁が他国に提出し

た「自動的情報交換」は 12 万６千件、他国の税

務当局からわが国の国税庁が受領した「自動的情

報交換」は 13 万３千件となっている４。

２）ＯＥＣＤのＣＲＳ（共通報告基準）への
発展

他国の口座を利用した脱税の防止については各

国の税務当局で共通の課題となっており、ＯＥＣ

Ｄでは金融口座情報について自動的情報交換を行

う共通報告基準（Common Reporting Standard：

ＣＲＳ）を策定する取り組みが進んでいる。

2014 年２月にＯＥＣＤは「課税における自

動 的 な 情 報 交 換 に 関 す る 基 準（The Standard 

for Automatic Exchange of Financial Account 

Information in Tax Matters）」のドラフトを発表

し、７月には基準のフルバージョンとコメンタ

リーを公表した。

今後、2016 年１月または 2017 年１月の制度開

始（初回の情報交換は 2017 年または 2018 年から）

を目指し、ＯＥＣＤ加盟各国および制度加入希望

国は国内法の整備を進めることとなっている。

2014 年 11 月 19 日現在、ＣＲＳ導入に署名し

た国は以下の図表 2-5 に掲げる 52 の国・地域で

ある（同日現在、日本および米国は未署名。なお、

自由民主党・公明党「平成 27 年度税制改正大綱」

（以下、大綱）では、2018 年に初回の情報交換

を行うことを想定し、2017 年より自動的情報交

―――――――――――――――――
４）国税庁「平成 25 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」（平成 26 年 11 月）

図表 2-5　ＣＲＳ導入に署名した国・地域
2017 年に初回の情報交換を実施予定（48 の国・地域）

アンギラ、アルゼンチン、ベルギー、バミューダ、英領ヴァージン諸島、英領ケイマン諸島、コロンビ
ア、クロアチア、蘭領キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、デンマーク領フェ
ロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、英領ジブラルタル、ギリシャ、英領ガーンジー、ハンガ
リー、アイスランド、アイルランド、英領マン島、イタリア、英領ジャージー、韓国、ラトビア、リヒ
テンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリシャス、メキシコ、英領モンセラット、
オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、
南アフリカ、スペイン、スウェーデン、英領タークス・カイコス諸島、英国

2018 年に初回の情報交換を実施予定（４の国・地域）
アルバニア、蘭領アルバ、オーストリア、スイス

（出所）OECD “SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT AND 
INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE”（2014 年 11 月 19 日）を基に大和総研金融調査
部制度調査課作成
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換のための国内法を実施するとした）。

ＣＲＳの下では、各国の金融機関は非居住者（制

度加入国の居住者に限る、以下同じ）の口座情報

について自国の税務当局に報告する。各国の税務

当局は、それぞれの居住地国に対して口座情報を

年 1 回送付する。

これにより、制度に加入した各国の税務当局は、

自国の居住者が保有する他国の口座情報を入手で

き、適切な税務行政に資することになる。

３）ＦＡＴＣＡとの違いと課題
なお、ＣＲＳにおいて、情報提供が行われるの

は各国の「非居住者」（情報受領国にとっては居

住者）が保有する口座である。ＦＡＴＣＡにおい

ては、米国は米国居住者のみならず、米国籍を保

有する者および米国永住権を持つ者の口座につい

ても情報提供を求めており、ＦＡＴＣＡの方が、

対象者が広い概念となっている。

米国がスキームを変更しないのであれば、ＣＲ

Ｓ導入後は、例えば、米国籍保有の英国居住者が

日本に口座を持っているような場合、米国および

英国の両方に口座情報を提供することになるもの

と考えられる。

また、わが国はＦＡＴＣＡ施行時には、Model

２協定により金融機関（ＦＦＩ）が直接ＩＲＳに

口座情報を提供する形をとったが、ＣＲＳ導入後

は、現在のままでは、金融機関は、米国ＩＲＳと

日本の税務署の２カ所の窓口に非居住者等の口座

情報を提出しなければならないこととなる。

わが国がＣＲＳを導入する際には、ＦＡＴＣＡ

における米国との情報交換については Model １

協定を締結し直すことが考えられる。

図表2-6　ＣＲＳによる自動情報交換のイメージ（日本⇒外国）

（出所）財務省「税制調査会（国際課税ＤＧ③）〔自動的情報交換について〕」（平成26年４月４日）

日本の金融機関

Ａ国居住者
口座

Ｂ国居住者
口座

Ｘ国居住者
口座

・・・日本居住者口座
（対象外）

日本居住者 ①日本の「非居住者」（個人・法人等）
　の口座を居住地国ごとに選別

国税庁 Ａ国の税務当局

Ｂ国の税務当局

Ａ国居住者

Ｂ国居住者

Ｂ国

Ａ国日本 ③外国の税務当局に対して年一回
　まとめて情報提供

②口座保有者の氏名・住所、
　納税者番号、口座残高、
　利子・配当等の年間受取
　総額等を報告
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４）各制度で提供される情報
図表 2-7 は、米国のＦＡＴＣＡ、ＯＥＣＤのＣ

ＲＳにおいて税務当局に提供される（予定となっ

ている）情報および、現在の日本国内の法定調書

により税務当局に提出される情報の一覧を示した

ものである。

ＦＡＴＣＡおよびＣＲＳで提供される情報に

は、預貯金の利子、入出金、預貯金や有価証券の

残高など、国内の法定調書では提供されない情報

も含まれている。

このため、日本の金融機関ではこれらの情報に

ついて定期的に報告を行うためのシステム構築が

求められる。

また、ＣＲＳ実施後は、日本の税務当局はＯＥ

ＣＤ加盟各国等から、日本の居住者にかかる海外口

座の残高や預貯金の利子などの情報を入手するこ

とができるようになる。一方、国内の法定調書制度

について改正が行われないとするならば、依然とし

て税務当局は日本の居住者にかかる国内口座の残

高や預貯金の利子等の情報は自動的には入手でき

ないこととなる。国内口座の方が、税務当局が入手

できる情報が少ないという状況も生じ得る。

図表 2-7　各制度で提供される情報の概要
米国

ＦＡＴＣＡ
ＯＥＣＤの

ＣＲＳ
日本国内の

法定調書

本人情報
個人情報

氏名 ○ ○ ○
住所（または居所） ○ ○ ○
生年月日 × ○（注） ×
国籍 ○ × ×
居住国・所在国 × ○ ×
納税者番号 ○ ○（注） ×→○（2016 年）

口座番号 ○ ○ ×

フロー

給与所得 × × ○
事業所得 × × ×

金融所得

預貯金等の利子 ○ ○ ×
公社債等の利子・償
還金 ○ ○ ×→○（2016 年）

株式等の配当等 ○ ○ ○
公社債等の譲渡代金 ○ ○ ×→○（2016 年）
株式等の譲渡代金 ○ ○ ○

譲渡所得 
（上記除く）

金地金等の譲渡代金 × × ○
不動産等の譲渡代金 × × ○
その他 × × ×

送金情報
国内送金、預金の入
出金 ○ ○ ×

国外送金 ○ ○ ○

ストック
金融資産

預貯金 ○ ○ ×
有価証券 ○ ○ ×

不動産 × × ×
貴金属 × × ×

（注）ＣＲＳにおいては、生年月日および納税者番号は現地国の法令で記帳が義務付けられていない場
合は記載しなくてよいとしている

（出所）各種資料に基づき大和総研金融調査部制度調査課作成
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ＣＲＳ実施後は、国内において預貯金口座への

マイナンバーの紐づけや法定調書の提出などを求

める動きが加速するものと考えられる。

３．わが国が実施した制度

１）国外財産調書制度
わが国は、国外財産に係る所得の申告漏れや相

続財産の申告漏れが増加傾向にあることから、内

国税の適正な課税および徴収に資するため、一定

額を超える国外財産を保有する個人に対して国外

財産調書の提出を義務付ける国外財産調書制度を

2012 年度税制改正により導入した。

毎年 12 月 31 日時点の価額の合計額で 5,000

万円を超える国外財産を有する個人は、翌年の３

月 15 日（所得税の確定申告の期限）までに国外

財産調書を提出することが義務付けられる。

また、納税者による国外財産調書の自発的な提

出を促すため、過少申告加算税等を加減算する仕

組みも導入された。もし国外財産（に係る所得）

について申告漏れがあった場合、当該財産につき

国外財産調書に記載があるときは過少申告加算税

等が減額され、記載がないときは過少申告加算税

等が増額される５。

初回の国外財産調書は、2013 年 12 月 31 日現

在の財産状況について 2014 年３月 17 日（期限

日が土曜のため延期された）までに 5,539 件が提

出され、その総額は約２兆 5,142 億円であった６。

2014 年 12 月 31 日現在の財産状況に係る国外

財産調書から虚偽記載・正当な理由なき不提出に

は刑事罰が科される。

２）国外証券移管等調書制度
2014 年度の税制改正により、2015 年１月１

日以後に国内証券口座から国外証券口座に有価証

券を移管した場合、または国外証券口座から国内

証券口座に有価証券を受け入れた場合に、当該移

管・受入れを行った国内の証券会社等から税務署

に「国外証券移管等調書」が提出されるようにな

る。

国外証券移管等調書には、氏名、住所、当該移

管・受入れを行った有価証券の種類、銘柄などが

記載される。

３）マイナンバーの活用
わが国は、2016 年１月１日から、マイナンバー

を導入する予定である。

これにより、給与所得、公的年金等、報酬・料

金等、公社債の利子等、株式等の配当等、投資信

託の分配金、公社債・株式・投資信託の譲渡代金、

デリバティブの差金等決済、生命保険金の支払い

などのフローの所得情報が、マイナンバーつきの

支払調書により支払者から税務署に提出されるよ

うになる。

税務署はこれらの情報をマイナンバーにより名

寄せすることができ、申告漏れや過少申告等を容

易に捕捉できるようになる。

さらに、海外資産についてはストックに関する

情報も国外財産調書および国外証券移管等調書が

マイナンバーつきで税務署に提出される。

わが国がＣＲＳを導入すれば、日本国内の居住

者がＣＲＳ締結国の海外金融機関で口座を開設し

た場合は、口座保有者の氏名・住所、マイナンバー、

―――――――――――――――――
５）ただし、相続税においては、国外財産調書を提出する者（被相続人）と相続税の申告書を提出する者（相続人）

が異なるため、申告漏れとなった国外財産が国外財産調書に記載がない場合でも過少申告加算税等の増額は行われ
ない。

６）国税庁「国外財産調書の提出状況について」（平成 26 年７月）
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口座残高、利子・配当等の年間受取総額等が口座

の開設国からわが国の税務当局に報告される。

例えば、海外金融機関の現地口座で預金の利子

を日本国内居住者が受け取った場合、総合課税の

利子所得として確定申告しなければならない。ま

た、日本の相続税は原則として国内財産のみなら

ず国外財産も課税対象となる。

ＣＲＳが導入されれば、海外からの所得につい

ては所得税の確定申告書とＣＲＳにより入手され

る口座情報をマイナンバーにより名寄せできるよ

うになる。国外財産については相続税の申告書、

国外証券移管等調書、毎年の国外財産調書に加え、

ＣＲＳにより入手される口座情報をマイナンバー

により名寄せできるようになる。

税務署は海外口座に関する所得・資産について

も、申告漏れや過少申告等を容易に捕捉できるよ

うになるだろう。

なお、ＣＲＳにおいて、日本の居住者が海外の

金融機関に対してどのようにマイナンバーを報告

するかという問題がある。個人番号カードを用い

れば対応可能と思われるが、例えば、パスポート

に個人番号を記載することなども検討されていた

もようである。

３章　ＯＥＣＤのＢＥＰＳ（税源
浸食と利益移転）対応ＰＪ

１．経緯 
１章で述べた多国籍企業の租税回避行為に対抗

するため、ＯＥＣＤは、ＢＥＰＳ（Base Erosion 

and Profit Shifting：税源浸食と利益移転）に対応

するプロジェクトを推進している。

ＯＥＣＤは租税条約のモデル条約や移転価格税

制のガイドラインの制定など、国際租税のルール

作りで大きな役割を果たしてきた。

租税条約は、２国間の二重課税を排除するため

当事者国間の課税権の調整を図るものである。し

かし、１章で挙げた租税回避スキームに見られる

ように、多国籍企業などが、合法的な法的技術を

駆使し、二重非課税の状況などを作り出し、租税

回避を図る例が目立ち始めていた。他方で、リー

マン・ショック、欧州債務危機などを受けて、各

国の財政状況の悪化と所得格差の拡大が見られる

中で、各国ともより公平で適正な課税を実現する

要請が高まってきていた。

そこで、ＯＥＣＤの租税委員会では、2012 年

６月にＢＥＰＳプロジェクトを立ち上げ、多国籍

企業の租税回避問題に対応するため、既存の国際

図表 3-1　ＢＥＰＳプロジェクト経緯
2012 年６月 プロジェクト始動

同年後半 スターバックス、グーグル、アマゾン、アップル等の租税回避が政治問題化
同年 11 月 英・独の財務大臣が共同声明を発表（仏の財務大臣も賛同）

2013 年２月 ＯＥＣＤ「Addressing BEPS」報告書公表、Ｇ 20 財務大臣・中央銀行総裁会議（ロシア・
モスクワ）に提出

同年６月 ＯＥＣＤ租税委員会本会議にて、「ＢＥＰＳ行動計画」を承認

同年７月 「ＢＥＰＳ行動計画」を公表、Ｇ 20 財務大臣・中央銀行総裁会議（ロシア・モスクワ）
に提出

同年９月 Ｇ 20 サミット（ロシア・サンクトペテルブルク）で「ＢＥＰＳ行動計画」を支持
2014 年９月 ＢＥＰＳ報告書第一弾公表、Ｇ 20 財務大臣・中央銀行総裁会議（豪・ケアンズ）に提出
同年 11 月 Ｇ 20 サミット（豪・ブリスベン）でＢＥＰＳ報告書第一弾を支持

（出所）大和総研金融調査部制度調査課作成
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課税のルールを抜本的に見直すこととした。なお、

プロジェクトの立ち上げには、米国からの働きか

けもあったもようである。これまでの検討の経緯

は図表 3-1 のとおりである。

２．15 の行動計画 

ＢＥＰＳプロジェクトでは、2013 年７月に 15

の行動計画を公表している（図表 3-2 参照）。第１

段階のプロジェクトは 2014 年９月に終了してい

る。2015 年中に全プロジェクトを終了する予定

である。

３．非ＯＥＣＤ諸国の参加

ＢＥＰＳプロジェクトは、ＯＥＣＤが検討して

いるが、ＯＥＣＤ加盟国（34 カ国）だけで合意

しても、その実効性には限界がある。

プロジェクトの検討結果は、G20 財務大臣・

中央銀行総裁会議にも報告されており、ＯＥ

ＣＤ非加盟の G20 国である８カ国（中国、ブ

ラジル、インド、ロシアなど）も正式なメン

バーとして参加している。

また、2014 年においては、４つの地域でのコ

ンサルテーションや、５つの主題のグローバルな

フォーラムなどを通じて、80 カ国のＯＥＣＤ非

加盟かつ G20 以外の開発途上国から意見を収集

している。アルバニア、バングラデシュ、ジャマ

イカ、ケニア、モロッコ、ナイジェリア、ペルー、

フィリピン、セネガル、チュニジアとＣＩＡＴ

（Inter-American Center of Tax Administrations）、

ＡＴＡＦ（African Tax Administration Forum）な

どは、プロジェクトに直接参加している。

ただし、先進国と開発途上国では、例えば、知的

財産を提供する側と使用する側といった利害関係の

対立する局面もあるため、全てがスムーズに合意・

実施されるというわけにもいかない面がある。

他方で、国際的な租税回避に関しては、やは

り、タックス・ヘイブンが大きな役割を果たして

いる。リーマン・ショック後の危機時において、

タックス・ヘイブンへの不透明な資金の流れが国

際社会において問題視されたこともあり、2009

年のＧ 20 ロンドンサミットでは、実効的な情報

交換に非協力的な国の実名リストを公表した。こ

れをきっかけに、同年９月には「税の透明性と情

報交換に関するグローバルフォーラム」が新たに

組織され、主要なタックス・ヘイブンを含む 123

カ国が参加し、150 のピア・レビューが終了して、

報告書が公表されている。

もっとも、タックス・ヘイブン国は、他国との

情報交換に協力する一方で、できるだけ自国にあ

る（こととされている）企業の情報を持たないよ

うにすることで、他国の税務当局等に対抗してい

るといった指摘もある。

４．2014 年９月までに終了した項目

１）電子取引課税
（１）ＢＥＰＳプロジェクトのこれまでの取り

組み

ＢＥＰＳプロジェクトでは、電子商取引等に対

して、現行の国際課税ルールが十分に対応しきれ

ていないことへの対応を検討している。電子経済

（行動計画１）については 2014 年９月に最終報

告書「電子経済への課税上の問題への対処」が公

表された。

電子商取引では、外国の事業者は、サービスの

提供先の国内に拠点がなくても、サービスの提供

が可能である。

現在の国際租税では、非居住者への所得課税（法

人所得を含む）については、恒久的施設（ＰＥ）
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図表 3-2　ＯＥＣＤ租税委員会　ＢＥＰＳ行動計画（概要）
行動 タイトル 内容 期限

1 電子商取引課税
電子商取引により、他国から遠隔で販売、サービス提供等の経済
活動ができることに鑑みて、電子商取引に対する直接税・間接税
のあり方を検討する報告書を作成。

2014 年９月

2
ハイブリッド・ミ
スマッチ取決めの
効果否認

ハイブリッド・ミスマッチ取引とは、二国間での取扱い（例えば
法人か組合か）が異なることを利用して、両国の課税を免れる取引。
ハイブリッド・ミスマッチ取引の効果を否認するモデル租税条約
及び国内法の規定を策定する。

2014 年９月

3 外国子会社合算税
制の強化

外国子会社合算税制（一定以下の課税しか受けていない外国子会
社への利益移転を防ぐため、外国子会社の利益を親会社の利益に
合算）に関して、各国が最低限導入すべき国内法の基準について
勧告を策定する。

2015 年９月

4
利子等の損金算入
を通じた税源浸食
の制限

支払利子等の損金算入を制限する措置の設計に関して、各国が最
低限導入すべき国内法の基準について勧告を策定する。 2015 年９月

また、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインを
策定する。 2015 年 12 月

5 有害税制への対抗

ＯＥＣＤの定義する「有害税制」について
①現在の枠組み（透明性や実質的活動等に焦点）に基づき、加盟
国の優遇税制を審査する。 2014 年９月

②現在の枠組み（透明性や実質的活動等に焦点）に基づき、ＯＥ
ＣＤ非加盟国を関与させる。 2015 年９月

③ 現在の枠組みの改定・追加を検討。 2015 年 12 月

6 租税条約濫用の防
止

条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に租税条約の特典
を享受する濫用を防止するためのモデル条約規定及び国内法に関
する勧告を策定する。

2014 年９月

7
恒久的施設（ＰＥ）
認定の人為的回避
の防止

人為的に恒久的施設の認定を免れることを防止するために、租税
条約の恒久的施設（ＰＥ：Permanent Establishment）の定義を
変更する。

2015 年９月

8 移転価格税制
（①無形資産）

親子会社間等で、特許等の無形資産を移転することで生じるＢＥ
ＰＳを防止する国内法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 2014 年９月

また、価格付けが困難な無形資産の移転に関する特別ルールを策
定する。 2015 年９月

9 移転価格税制
（②リスクと資本）

親子会社間等のリスクの移転又は資本の過剰な配分によるＢＥＰ
Ｓを防止する国内法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 2015 年９月

10
移転価格税制

（③他の租税回避の
可能性が高い取引）

非関連者との間では非常に稀にしか発生しない取引や管理報酬の
支払いを関与させることで生じるＢＥＰＳを防止する国内法に関
する移転価格ガイドラインを策定する。

2015 年９月

11 ＢＥＰＳの規模や経済的効果の指標を政府からＯＥＣＤに集約し、分析する方法を策
定する 2015 年９月

12 タックス・プラン
ニングの報告義務

タックス・プランニングを政府に報告する国内法上の義務規定に
関する勧告を策定する。 2015 年９月

13 移転価格関連の文
書化の再検討

移転価格税制の文書化に関する規定を策定する。多国籍企業に対
し、国毎の所得、経済活動、納税額の配分に関する情報を、共通
様式に従って各国政府に報告させる。

2014 年９月

14 相互協議の効果的
実施

国際税務の紛争を国家間の相互協議や仲裁により効果的に解決す
る方法を策定する。 2015 年９月

15 多国間協定の開発
ＢＥＰＳ対策措置を効率的に実現させるための多国間協定の開発
に関する国際法の課題を分析する。 2014 年９月

その後、多国間協定案を開発する。 2015 年 12 月
（出所）財務省「税制調査会（国際課税ＤＧ③）〔ＢＥＰＳプロジェクトの進捗状況について〕」（平成 26 年

４月４日）を基に大和総研作成
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の有無をベースとしている。特に最近では、ＯＥ

ＣＤモデル租税条約の改訂を契機に、国内にＰＥ

が存在する非居住者・外国法人のあらゆる国内源

泉所得を課税対象とすることを原則とする総合主

義から、ＰＥに帰属する国内源泉所得のみに課税

する帰属主義への移行が進んでおり、わが国でも

2016 年の帰属主義への移行に向けた法改正が既

に行われている。しかし、例えば、インターネッ

トを活用した取引の場合、何がＰＥに該当するの

かが問題となる。ＯＥＣＤのモデル租税条約では、

ウェブサイトは有形資産ではなくＰＥを構成しな

い。サーバーも、それが契約の締結等事業の中核

的機能を担っている場合のみにＰＥに該当するこ

ととされている。デジタルコンテンツの場合、タッ

クス・ヘイブン国にサーバー等を設置してコンテ

ンツを提供することも可能である。

報告書では、電子商取引、支払（決済）サービス、

アプリケーションストア、クラウド・コンピュー

ティング、高頻度取引（ＨＦＴ）、参加型ネット

ワーク・プラットフォームおよびオンライン広告

などといった新しいビジネスモデルに加えて、デ

ジタル革命によって変化した旧来のビジネスモデ

ルも分析している。報告書には、これらのビジネ

スモデルを通じて可能となる税務上の問題の分析

も含まれている。その上で、企業が顧客・利用者

等のデータの大量の収集（ビッグ・データ等）か

ら得ている経済的利益に対する当該顧客・利用者

等の所在地国による課税についてどのように考え

るか、上記の新たなビジネスモデルから生じる所

得を租税条約等の適用上どのように分類するかと

いった点も論点として挙げている。

ちなみに、ＨＦＴについては、競争相手より

少しでも早く取引を発注することが重要であり、

サーバーの設置場所、すなわち、いかに取引所の

近くに設置するかが非常に重要となる点が指摘さ

れている。

所得課税（法人所得を含む）上の問題への対応

方法としては、報告書では、ＰＥの除外規定を見

直す、中核的な事業の収益が獲得される市場にお

いて、事務所・建物・人員といった物理的な要素

が認められない場合でも、「重要なデジタル拠点」

があると認められれば課税することとする、ＰＥ

の代わりに「重要な拠点」という概念を用いる、

電子取引の決済を行う金融機関等に対する新たな

源泉徴収課税を導入する、ウェブサイトの使用バ

イト数に基づいて課税するなどの選択肢が示され

ている。このうちＰＥ概念の見直しについては、

行動計画７で検討している。それ以外の手法につ

いては、2015 年の計画終了時までに評価を行う

こととしている。

他方で、消費課税への対応も問題となる。例え

ば、電子書籍などを例に挙げると、わが国の業者

から購入する場合には消費税が課されるのに対し

て、海外の業者からインターネット経由で電子書

籍を購入する場合は、消費税は課されず、国内業

者は競争上不利になるという問題がある。

クロスボーダーの電子商取引の消費課税につい

て、ＯＥＣＤの「電子商取引における課税の基本

的枠組み」（1998 年）およびその後の報告では、

①消費地での課税によるべき、② B to B 取引の場

合、消費地はサービスの受領者が事業の実態を有

するところとし、サービスや無形資産の仕入業者

が輸入取引への消費税を申告するリバースチャー

ジ方式によること、③ B to C 取引の場合、消費地

はサービス等の受領者の通常の居住地とし、サー

ビス等を提供する外国業者が消費地の課税当局に

登録して納税する域外事業者登録納税方式による

こととされている。ＥＵ諸国はこの方式を採用し、
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段階的に導入しているところである。

その後、ＯＥＣＤは、「ＯＥＣＤ国境を越えた取

引に係る消費税ガイドライン」を 2014 年１月の租

税委員会で承認し、さらに４月のＯＥＣＤ消費税

グローバルフォーラムでは、ＯＥＣＤ以外の国も

含めた 86 カ国の政府が、これを支持する旨を表明

した。同ガイドラインでは、B to B 取引については

仕向地（サービス等の受領側）で課税することや

リバースチャージ方式を用いることなどが盛り込

まれている。さらにＯＥＣＤは、同ガイドライン

について、役務・無形資産の B to C 取引の取り扱

いを含めたガイドラインの見直しの検討を続けて

おり、同年 12 月には「国際的な付加価値税（ＶＡＴ）

/ 消費税（ＧＳＴ）のガイドライン」の討議ドラフ

トが公表されている。同ドラフトでは、Ｂ to C の

サービスや無形資産の提供について、域外事業者

登録納税方式によることを提案しており、2015 年

２月 20 日までコメントを募集している。2015 年

11 月に予定されている次回グローバルフォーラム

で完成版を提示することを目指している。

（２）わが国における対応
ＨＦＴについては、東京証券取引所（当時）が、

2009 年 11 月に「コロケーションサービスに係

る税務上の取扱いについて」を公表している。コ

ロケーションサービスとは、より高速な取引の執

行を可能とするため、サーバーを東証内に設置す

ることを認めるサービスである。上記の文書は、

外国投資家が当該サービスを利用している場合、

東証内に設置しているサーバーはＰＥとして取り

扱われない旨を確認したいという内容であった。

その後、証券界の税制改正要望では、平成 26

（2014）年度の要望まで、サーバーがＰＥとして

取り扱わないよう求める要望が盛り込まれていた

が、実現には至っていない。

電子商取引への消費課税については、国際課税

ＤＧが、2014 年６月に、仕向地主義への変更、

B to B 取引へのリバースチャージ方式の導入、B 

to C 取引への域外事業者登録納税方式の導入を内

容とする制度案を示していた。2014 年 12 月 30

日に公表された大綱では、仕向地主義への変更、

B to C の取引についてリバースチャージ方式を採

用することとしている。

リバースチャージ方式では、外国事業者に代わ

り、サービスの提供を受ける事業者が消費税を納入

し、その後仕入れ税額控除の適用を受けることにな

る。しかし、証券会社や金融機関の場合は、課税売

上割合が低く、十分に仕入れ税額控除の適用を受け

られない。何らかの対応が望まれるところではある

が、大綱では特段の対応は明示されていない。

大綱では、国内の消費者向けに行う場合は、国

外事業者が納税義務者となることとしている。当

分の間、国内事業者が国外事業者から受ける消費

者向けの役務の提供については、仕入税額控除を

認めないが、登録国外事業者制度の適用を受ける

登録国外事業者から役務の提供を受ける場合は、

仕入れ税額控除の適用を認めることとしている。

なお、国内のサービス等の受領者が事業者か消

費者かについては、大綱では B to B の取引につい

ては、国外事業者に対して、国内事業者が納税義

務者になる旨を表示するよう求めている。

２）ハイブリッド・ミスマッチ取決めの無効化
（１）ハイブリッド・ミスマッチ取決めとは

ハイブリッド・ミスマッチ取決めとは、「２以

上の法域において事業体や金融商品の税法上の差

異を利用して、関係者の税負担の合計を低くする

効果を持つミスマッチを生み出す取決め」のこと
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をいう。これについては、2014年９月に報告書「ハ

イブリッド・ミスマッチの効果の無効化」が公表

されている。

金融商品を用いる典型的な例としては、図表

3-3 の例が挙げられる。

この例では、Ａ国のＡ社が、Ｂ国のＢ社が発行

するハイブリッド証券（例えば優先株式）を保有

している。このハイブリッド証券は、Ａ国では資

本、Ｂ国では負債として取り扱われるとする。こ

の場合、Ｂ社からＡ社への支払い（例えば優先株

式の配当）は、Ｂ国では負債の利子として損金算

入される。Ａ国では、配当として取り扱われ、Ｂ

社がＡ社の子会社の場合は、外国子会社からの配

当として益金不算入の取り扱いを受ける。すなわ

ち、Ａ国でもＢ国でも非課税（二重非課税）の取

り扱いを受ける。この例は、９月の報告書では

Ｄ/ＮＩと表記されている。Ｄは控除（deduction）、

ＮＩは所得への不算入（no inclusion）を意味する。

事業体を用いる典型的な例としては、図表 3-4

の例が挙げられる。

この例では、Ａ国のＡ社がＢ国のハイブリッド

事業体Ｂ社の株式を全額保有している。このＢ社

は、Ｂ国の税法では法人として取り扱われるが、

Ａ国の税法では、法人ではなく組合等の導管体と

して取り扱われる。Ｂ社は銀行から借入を行って

おり、金利を支払う。Ｂ社の所得から支払金利を

控除すると赤字になるが、Ｂ社はＢ国で連結納税

制度を適用しており、自社の赤字を子会社１の所

得から控除できる。一方、Ａ国では、Ｂ社は法人

ではないため、Ｂ社の赤字はＡ社の赤字として取

り扱われる。この結果、Ａ国とＢ国両方において

二重の控除が生じる。したがって、この例はＤＤ

と表記されている。

前者のＤ / ＮＩの例としては、このほかにも、

下記の例が挙げられている。

◇レポ取引を経済的な実質を重視して担保付の

（出所）ＯＥＣＤ “BEPS ACTION 2: NEUTRALISE THE EFFECTS OF HYBRID MISMATCH ARRANGEMENTS”
　　　　図表3.1を参考に、大和総研金融調査部制度調査課作成

図表3-3　ハイブリッド金融商品の活用例

◇Ａ国の税法では資本。
　したがって、国外子会社の
　配当は益金不算入
・ハイブリッド証券からの配
　当は免税配当

◇Ｂ国では負債。
　したがって、Ｂ社において
　支払利子の損金算入

◇その結果、Ａ国では所得に
　算入されず、Ｂ国では控除
　が生じる。

Ａ社

ハイブリッド
証券の発行

・Ａ国では株式

・Ｂ国では負債

支
配

支払

・Ａ国では
　配当

・Ｂ国では
　利子

Ａ国

Ｂ国

資金の
拠出

Ｂ社
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借入として取り扱う国のＡ社と法形式に従い売

戻条件付の購入として取り扱う国のＢ社との間

で、子会社株式のレポ取引を行うことにより、

Ａ国ではレポ取引のコストを控除する一方で、

Ｂ国では子会社からの配当に益金不算入、売戻

しの際の株式売却益には資本参加免税を適用す

るといった例。

◇上述のハイブリッド事業体を用いた例で、Ｂ国

にある同事業体Ｂ社がＡ国にある親会社Ａ社か

ら借入れ、それに対する利息をＡ社に支払うこ

とで、Ａ国では、受取利息と支払利息共にＡ社

に帰属するので内部取引としてこれを相殺し、

Ｂ国ではＢ社が利息を損金に算入する例。

◇リバース・ハイブリッド：Ａ国の法人Ａ社のＢ

国の子会社であるハイブリッド事業体（信託）

Ｂ社について、Ａ国では法人、Ｂ国では導管体

として取り扱われており、このＢ社がＣ国のＣ

社に投資（貸付）を行う。Ｃ国ではＣ社のＢ社

への支払いは利息として損金算入。Ｂ社が受け

取った利息は、Ｂ国でもＡ国でも課税されない。

◇輸入ミスマッチ：Ａ国のＡ社がＢ国のＢ社に出

資。これはＡ国では資本、Ｂ国では借入として

取り扱われる。Ｂ社はさらにＣ国のＣ社に貸付

を行う。Ｃ社では利息の損金算入、Ｂ社ではＣ

社からの利息の計上とＡ社への利息の支払いを

相殺、Ａ社では外国子会社受取配当の益金不算

入の適用を受ける（間接的なＤ / ＮＩ）。

　後者のＤＤの例としては、下記が挙げられる。

◇Ａ国のＡ社がＢ国のハイブリッド事業体Ｂ社

の株式を全額保有している。このＢ社は、子会

社１を有している。Ｂ社はＡ国でも、Ｂ国でも

連結納税の対象となる。Ｂ社は銀行から借入を

行っており、金利を支払う。Ｂ社の所得から支

払金利を控除すると赤字になるが、Ｂ社はＡ国

でもＢ国でも連結納税の対象となるため、この

赤字をＡ社の所得からも、子会社１の所得から

も控除できる。

（出所）ＯＥＣＤ “BEPS ACTION 2: NEUTRALISE THE EFFECTS OF HYBRID MISMATCH ARRANGEMENTS”
　　　　図表3.1を参考に、大和総研金融調査部制度調査課作成

図表3-4　ハイブリッド事業体の活用例

◇Ａ国の税法ではハイブリッド
　事業体Ｂ社はパススルー

・ハイブリッド事業体Ｂ社の
　支払利子は、Ａ社のＡ国の
　所得から控除

◇Ｂ国の税法ではハイブリッド
　事業体Ｂ社は課税法人

◇その結果、二重控除が発生

Ａ社

支配Ａ国
Ｂ国

Ｂ社子会社１

・Ｂ社の支払利子による赤字は、
　Ｂ国の連結納税制度等により、
　Ｂ社子会社１の所得から控除

ハイブリッド事業体Ｂ社
Ａ国では組合等、Ｂ国では法人

黒字

赤字

黒字

銀行借入

利子

支配

Ａ国で相殺

Ｂ国で相殺
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（２）無効化措置の内容
報告書の第一部では、ハイブリッド・ミスマッ

チ取決めを無効化するための各国の国内法上の措

置（ハイブリッド・ミスマッチルール）を勧告し

ている。その概要は図表 3-5 のとおりである。ハ

イブリッド・ミスマッチルールは相手国の税務上

の取り扱いと連携したリンキングルールを適用す

る。勧告の実施に関する指針は、2015 年９月ま

でに公表する予定である。

第二部では、租税条約における対応として、二重

居住者や課税上の導管体に関する措置を提示すると

ともに、国内法上の措置との関係を分析している。

金融機関の場合、バーゼル規制上の自己資本の

充実のため、ハイブリッド証券の発行を行う場合

があるが、これは租税回避を目的とするものでは

なく、ＢＥＰＳプロジェクトで示された無効化計

画を適用するのは不合理な面がある。この問題に

ついては、報告書ではペンディングとしており、

2015 年９月までに結論を出す予定である。

（３）わが国における対応
わが国では、大綱で外国子会社の所在地国の法

図表 3-5　ハイブリッド・ミスマッチ取決めへの対応方法

ミスマッチ
のタイプ 取決めの内容 国内法改正の

具体的な勧告内容

ハイブリッド・ミスマッチルールに関する勧告

第１ルール 第 2 ルール
（防御的対応） 対象範囲

Ｄ / ＮＩ

ハイブリッド金融商
品

◇支払者で損金算入
される支払いにつ
いて、受取者での
配当免税の不適用

◇源泉税額控除の比
例的な制限

支払者の損金
算入否認

受取国・地域
で益金に算入

関連者（共に行動す
る者を含む）および
仕組まれた取決め

ハイブリッドによっ
て存在しないものと
される支払い

－ 支払者の損金
算入否認

受取国・地域
で益金に算入

被支配（controlled）
グループおよび仕組
まれた取決め

リバース・ハイブ
リッド

◇オフショア投資税
制の改善

◇非居住者の投資家
が半透明事業体と
して取り扱う仲介
事業体の税制上の
導管性の制限

支払者の損金
算入否認 －

被支配（controlled）
グループおよび仕組
まれた取決め

ＤＤ

ハイブリッドによっ
て作られる控除可能
な支出

－
親会社におけ
る損金算入の
否認

支払国・地域
の損金算入否
認

◇第１ルールは制限
なし

◇第２ルール被支配
（controlled）グ

ループおよび仕組
まれた取決め

二重居住者によって
作られる控除可能な
支出

－ 居住者の控除
の否認 － 制限なし

間接的
Ｄ / ＮＩ 輸入ミスマッチ － 支払者の損金

算入否認 －

被支配（controlled）
グループおよび仕組
まれた取決めのメン
バー

（出所）ＯＥＣＤ “BEPS ACTION 2: NEUTRALISE THE EFFECTS OF HYBRID MISMATCH ARRANGEMENTS” に基
づき大和総研金融調査部制度調査課作成
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令上、その支払配当の全部または一部が損金算入

の対象とされる場合は、それに対応する額を、外

国子会社からの配当の益金不算入制度の適用対象

外とする制度を導入することとしている（原則と

して 2016 年度以後適用とする予定）。オースト

ラリア・ブラジルの子会社などが念頭に置かれて

いるもようである。

タックス・ヘイブン対策税制において、合算対

象の特定外国子会社等が子会社（保有比率 25％

以上）から受ける配当は、合算対象から除外され

ているが、当該子会社が配当を損金算入している

場合は、合算対象に含めることとしている。

３）有害税制への対抗
（１）ＯＥＣＤにおけるこれまでの検討

1996 年に「有害な税の競争」に対するプロジェ

クトが立ち上げられて以来、継続している取り組

みである。1998 年には「有害な税の競争報告書」

が公表されている。これは、いわゆる「底辺への

競争」により、全ての国において（金融・サービ

ス業等から生じる所得など）足の速い所得源泉に

係る適用税率がゼロになってしまうという認識に

基づくものである。同報告書には、タックス・ヘ

イブンに該当する判定基準や有害税制の判定基準

等が挙げられており、2000 年６月には 47 の潜

在的に有害な措置と 35 のタックス・ヘイブンが

リストアップされた。有害税制の基準としては、

金融・サービス等の足の速い所得に対して無税ま

たは低税率を適用しており、かつ、当該措置が外

国企業のみを対象としているか、透明性が欠如し

ているか、他国と納税者に関して有効な情報交換

を行っていないか、いずれかに該当することとさ

れている。同報告書に基づき、1998 年 10 月に

有害税制に取り組む組織として、ＯＥＣＤの租税

委員会に「有害税制フォーラム」が設置された。

しかし、その後、2001 年の共和党のブッシュ

政権時に、富裕層や企業のロビー活動の影響を受

け、米国の当時の財務長官がＯＥＣＤのイニシア

ティブを支持しない旨を表明したため、ＯＥＣＤ

も、情報交換や透明性を重視する方向に転換した。

これを受け、2001 年にはタックス・ヘイブンの

基準も緩和された。2002 年４月には情報交換等

に非協力的なタックス・ヘイブンとして７カ国・

地域が挙げられたが、その後の改善により、これ

らの地域も 2009 年５月にはリストから除外され

ている。有害措置に関しては、2006 年９月の報

告書で 46 の有害措置が廃止等された旨が報告さ

れ、残りの一つもその後、廃止された。

（２）ＢＥＰＳプロジェクトのターゲット
1998 年の報告書で示された足の速い所得の「底

辺への競争」は、現在は、外国法人への優遇措置

というよりは、金融活動からの所得や無形資産の

供与からの所得のような特定の種類の所得に係る

法人税率削減の形をとっており、従来の審査基準

では有害性の判定が困難である。そこで、ＢＥＰ

Ｓの 2013 年２月の報告書では「透明性や実質性

の要素を考慮しつつ、有害税制に対しより効果的

に対抗する解決策」を策定するための提案を求め

ている。2013 年７月公表のＢＥＰＳの行動計画

５では、この目的を推進するため、以下を行うこ

ととしている。

・優遇税制に関する自発的な情報交換の義務付け

を含めた透明性の向上と、いかなる優遇措置に

も実質的な活動を求めることを優先しながら、

有害税制に関する作業を改善する。

・優遇税制を評価する包括的なアプローチを採用

する。
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・既存の枠組みに基づき、非ＯＥＣＤ加盟国を関

与させるとともに、既存の枠組みに対する改定・

追加を検討する。

（３）中間報告の内容
行動計画に基づき、有害税制フォーラムは、Ｏ

ＥＣＤ加盟国の優遇税制の再調査の終了、非ＯＥ

ＣＤ加盟国からの参加拡大のための戦略、既存の

枠組みの改定・追加を行う予定である。

2014 年９月には中間報告書「有害税制への対

応」が公表された。中間報告では、これらの作業

の進捗状況の概要、特に優遇税制の再調査につい

て、その進捗状況と作業の終了に向けた次のステッ

プの内容を述べている。ちなみに、わが国につい

ては、研究開発促進税制などが再調査の対象となっ

ていたが、有害ではないと結論付けられている。

中間報告書では、透明性の向上のため、個別の

納税者との間の優遇税制（有害税制フォーラムの

作業の対象で、無税または低い実効税率を適用す

るものが対象）の適用について、当該税制を適用

する税務当局に対して、関連する他国の税務当局

への優遇税制の内容の自発的な情報提供を義務付

けるフレームワークを策定している。移転価格税

制に関する制度については、片側のみの制度の場

合は、影響を受ける国との情報交換、バイラテラ

ルあるいはマルチラテラルな事前確認制度の場合

は、事前確認制度の対象外で影響を受ける国との

みの情報交換が求められる。移転価格税制以外の

制度については、その国への投資・その国からの

投資・他の国が関連する取引や状況に適用される

制度の場合は、影響を受ける国との情報交換が求

められる。

いかなる優遇措置にも実質的な活動を求めるた

め、パテントボックス課税（企業による開発、製造

および特許の活用に関連した活動拠点の誘致のた

めに、国が低率の法人税率などの優遇措置を提供

するもの）等の知的財産優遇税制について、開発

の実態がどの程度その国にあるかを判断するため

の基準を設定している。知的財産の開発に関する

総支出に占める適格支出の割合を、知的財産の総

収入に乗じたものを優遇税制適用所得としている。

（４）今後の予定
優遇税制の内容の関連国への自発的な情報提供

については、作業を継続するとともに、2014 年秋

から適用を開始し、2015 年に進捗状況を報告する。

実質的な活動の判断基準については、知的財産

税制以外も対象とする等の追加・改定を検討し

2015 年 12 月に成果を報告する。

2015 年 9 月を期限に、非ＯＥＣＤ加盟国から

の参加を拡大し、成果を報告する。

４）租税条約濫用の防止
例えば、Ａ国とＣ国に租税条約がなく、Ａ国企

業にＣ国企業が直接出資し配当を受け取ると、Ａ

国において 30％の高い税率で源泉徴収されると

する。これに対して、Ａ国とＢ国、Ｂ国とＣ国に

は租税条約が存在し、配当の源泉税の税率は低い

ものとする。この場合、Ｃ国企業がＢ国にペーパー

カンパニーを設立し、当該企業を経由してＡ国企

業から配当を受け取った場合、Ａ国企業からＢ国

企業への配当、Ｂ国企業からＣ国企業への配当の

源泉税の税率は低い税率が適用される。2013 年

７月の行動計画では、このような条約漁り等の条

約の濫用は、ＢＥＰＳの概念の最も重要な原因の

一つとした上で、以下の対応を求めていた。

（1）不適切な状況で条約の特典を与えることを防

ぐためのモデル条約の規定および国内ルールの
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設計に関する勧告を策定する。

（2）租税条約は二重非課税を生み出すために利用

されることを意図していないことを明確にする。

（3）一般的に、相手国と租税条約を締結すること

を決定する前に検討すべき租税政策の考慮事項

を特定するための作業を行う。

これを受けて、2014 年９月に報告書「不適切

な環境における条約の利益の許諾の防止」が公表

された。

（１）モデル条約の規定の開発および国内ルー
ルの設計の勧告

①モデル条約の規定の開発

a．条約漁り防止

報告書では、条約漁りの防止のため、租税条約

に特典を受けるための資格条項を設けることを勧

告している。具体的には、特典制限（ＬＯＢ）条

項に基づく具体的な濫用防止規定と主要目的テス

ト（ＰＰＴ）に基づく包括的な濫用防止規定が挙

げられている。

ＬＯＢ規定としては、租税条約の特典の適用対象

者を、ⅰ . 個人、ⅱ . 政府・地方公共団体、ⅲ．上

場会社およびその子会社、ⅳ . 慈善団体・年金基金、

ⅴ．課税期間の過半を条約締結国に居住してお

り、他の適格者に 50％超の持分を保有され、かつ、

適格者以外に支払われる・発生する所得がその者

の所得の総計の 50％未満である者に限定してい

る。ＣＩＶｓ（集団投資ビークル）を対象者に加

えることも可能とされており、2014 年 11 月に、

ＣＩＶｓや他のファンドを対象とする場合の論点

を整理した討議ドラフトが公表されている（コメ

図表3-6　条約の濫用防止措置

Ａ国企業

（出所）政府税制調査会資料

ペーパー
カンパニー

【Ａ国】 【Ｂ国】株式
保有

配当

Ｃ国企業

100％
保有

【Ｃ国】
（Ａ国と租税条約なし）

ＡＢ条約の
特典を制限

※所得の受領者の属性に着目
特典制限規定（Limitation on Benefit：ＬＯＢ） 主要目的テスト規定（Principal Purpose Test：ＰＰＴ）

※取引の目的に着目

Ａ国企業

【Ａ国】 【Ｂ国】

配当

Ｃ国企業

条約の特典享受を
目的とした配当を
受ける権利の譲渡

【Ｃ国】
（Ａ国と租税条約なし）

金融機関等

株式
保有

ＬＯＢの適
格者に該当

ＡＢ条約の
特典を制限

＜特典制限規定＞ ＜主要目的テスト規定＞

租税条約の特典を享受することを取引の主たる
目的の一つとする場合には、特典を与えない。

租税条約の特典付与を「適格者」に限定する。
「適格者」とは、第三国居住者に支配されて
いないと考えられる者（例えば上場企業、年金
基金等）を類型化し、客観的要件によって定義
したもの。
「適格者」に該当しない者については、個別に
租税条約の特典付与が妥当かどうか当局が認定。
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ント期限は 2015 年１月９日）。

適格者に該当しなくても、条約締結国の能動的

な事業活動から取得する所得については、特典の

適用を受けられる。権限がある当局に、条約濫用

目的でないと個別に認定された場合も特典の適用

を受けられる。

ＰＰＴについては、全ての事実および状況を考

慮した上で、条約の特典を得ることが主たる目的

であると合理的に結論付けられる場合には、条約

の特典の適用を認めないこととする包括的な規定

の設定を提案している。

各国には、ＬＯＢ条項とＰＰＴ条項両方の組み

合わせ、ＰＰＴのみ、導管を用いた金融取引に対

処する方法を補完したＬＯＢのいずれかを最低限

採用することを義務付けるよう求めている。

ｂ．その他の対応

その他、租税条約において下記への対応規定を

設けることを提案している。

●契約の分割（例えばＰＥに該当しないよう契約

期間を 12 カ月未満とする）（行動計画７など

で対応）

●ハイヤリング・アウト・オブ・レイバー（短期

間労働者の勤労所得が母国で課税されないよう

仲介者を通じて雇用すること等）（既にモデル

条約に防止規定は存在）

●配当として取り扱われることを回避するための

取引（行動計画４などで対応）

●配当を移転する取引を用いた軽減税率の適用

（最低持株期間を設けて対応）

●不動産保有会社株式の譲渡により、不動産譲渡

に対する課税を免れる措置の防止規定を回避す

るための取引（株式以外のパートナーシップの

持分等も対象とすることで対応）

●条約締結国の個人以外の二重居住者について、

いずれの居住者か決定する規定の導入

●第三国のＰＥを利用した租税回避に対する防止

規定の導入

②租税条約の利益を用いて国内法の規定を免
れようとしている者への対応

報告書では、今後の作業において、行動計画２

（ハイブリッド・ミスマッチ）、行動計画３（タッ

クス・ヘイブン対策税制の強化）、行動計画４（利

子の控除の制限）、行動計画８～ 10（移転価格税

制関連）による新しい国内規則のデザインを考慮

する必要がある点を指摘している。

米国が締結する租税条約では、租税条約の規定

が、条約締結国の居住者への課税権を制限しない

旨が盛り込まれている。同様の規定をモデル条約

に盛り込むことを提案している。

出国時にそれまでに発生していた利益（例えば、

保有株式に生じている未実現利益など）に課税す

る規定が、条約締結国の国内法で設けられている

場合に、当該規定の適用を阻害しないことも提案

している。

（２）租税条約は二重非課税を生み出すために利
用されることを意図していない旨の明確化

報告書では、租税条約は、条約漁りを通じたも

のを含め、二重非課税の創出や租税回避・脱税に

よる税負担軽減を目的とするものでない旨を、表

題や前文を通じて明記することを提案している。

（３）相手国と租税条約を締結することを決定
する前に検討すべき租税政策の考慮事項

租税条約の新規締結や既存の租税条約の改正・

終了に際して考慮すべき要素として、報告書では、



103

国際租税回避への対応と金融証券取引

二重課税のリスク、源泉地国課税の程度、二国間

の経済発展に資する他の租税条約の規定（無差別

待遇条項、仲裁など）、相手国の税務行政支援（情

報交換等）に対する意思・能力を挙げている。

（４）わが国における対応
わが国の租税条約では、ＬＯＢ条項は、日米租

税条約を筆頭に、様々な租税条約に盛り込まれて

いる。ただし、米国のように全所得をＬＯＢ条項

の対象にしている条約もあれば、日仏租税条約や

日豪租税条約などのように、対象を限定している

租税条約もある。日英租税条約や日ニュージーラ

ンドの租税条約では、ＬＯＢ条項とＰＰＴ条項の

両方を盛り込んでいる。日ポルトガル租税条約は

ＰＰＴ条項のみを盛り込んでいる。日米租税条約、

日英租税条約共に、導管を用いた金融取引に対応

する規定を盛り込んでいる。

わが国では、富裕層がシンガポールなど税率の

低い地域に移転する例が増えている。そこで、大

綱では、出国前の直近の 10 年間において５年以

上居住者であった者を対象に、株式をはじめとす

る有価証券、匿名組合の出資持分、デリバティブ

等の未実現益に対して、出国時に実現したものと

して課税する制度を導入することとしている。対

象となるのは、対象資産の出国時の評価額が１億

円以上の場合としている。

この制度の導入に合わせて、国外財産調書を参

考に、現行の財産債務明細書を見直し、新たに財

産債務調書として整備し、所得 2,000 万円超、か

つ、総資産３億円以上の個人または有価証券等が

１億円以上の個人（出国者）に対して提出を求め

る予定である（不提出への罰則の適用はない）。当

該調書提出者は国外への移転者のみならず、国内

に居住し続ける者も対象となる。当該調書に個人

番号が付されることで、富裕層の所得のみならず、

資産・負債の状況の把握が容易になると思われる。

５）移転価格税制
（１）無形資産の移転価格

第１章の租税回避の例では、無形資産を軽課税

国・地域の子会社等に移転することで、ロイヤリ

ティへの課税を軽減・免れているケースが多く見ら

れた。無形資産の価格の算定がそもそも困難である

ことから、軽課税国に無形資産を移転する際には、

実際の経済的価値よりも低いと思われる価格で移

転し、移転時の無形資産の譲渡益への課税を軽減

する例もある。そこで、ＢＥＰＳの行動計画８では、

関連者間で無形資産を移転することによるＢＥＰ

Ｓを防止する規則を制定するよう求めている。こ

の規則には、以下を含めることとしている。

①広範かつ明確に線引きされた無形資産の定義を

採用すること

②無形資産の移転および使用に関連する利益が価

値創造に従って適正に配分されることを確保す

ること

③価格付けが困難な無形資産の移転に関する移転

価格税制又は特別措置を策定すること

④費用分担契約に関するガイダンスを更新すること

2014 年９月の報告書「無形資産の移転価格税制

面のガイダンス」では、無形資産を「有形資産・金

融資産ではなく、所有・支配することができ、同

様の状況の非関連者間取引において、その使用又

は移転により報酬が生ずる資産」としている。特

許権、ノウハウ・営業秘密、商標・商号・ブランド、

契約上の権利および政府ライセンス、ライセンス、

のれんおよび継続的企業価値などが含まれるが、

グループ・シナジーや企業固有特性は含まれない。
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実質的な法的所有者というだけでは、多国籍企

業の無形資産から得られる予想収益を帰属させる

ことができず、無形資産の開発・増強・メンテナ

ンス・保護および利用に果たした機能、資金を含

め提供した資産、負担したリスクに応じて、独立

企業間価格で帰属させることになる。予想外の出

来事による損益については、契約条件や果たした

機能、使用した資産、負担したリスクによって帰

属させることになる。もっとも当該部分について

は、まだ最終決定していない。

無形資産の価格算定で、信頼できる比較対象取

引が存在しない場合は、ＤＣＦ（割引キャッシュ・

フロー法）で評価をすることになる。価格付けが

困難な無形資産の評価額算出方法等については、

継続して議論が行われる。

ＯＥＣＤは、2015 年末までの移転価格関連の

作業において検討を続ける。わが国は、ＯＥＣＤ

の議論を踏まえ、国内法や法人税基本通達等での

手当てについて検討をする。

（２）移転価格関連の文書化
ＢＥＰＳの行動計画 13 では、移転価格税制の

主要な問題の一つとして、納税者と税務当局との

間の情報の非対称性を挙げており、これが独立企

業原則の実施を潜在的に妨げ、ＢＥＰＳの機会を

拡大するとしている。税務当局には多国籍企業の

グローバルなバリュー・チェーンの「全体像」を

描く能力がほとんどない。加えて、移転価格の文

書化義務のアプローチの違いは企業に多大な事務

負担をもたらす。そこで行動計画では、企業に対

して、法令遵守コストを考慮しつつ、税務当局に

対する透明性を高めるための移転価格の文書化の

ルールを策定することとしている。策定される

ルールは、多国籍企業が全ての関連する政府に対

して、国ごとの所得、経済活動、納税額のグロー

バルな配分に関する必要とされる情報を共通様式

に従って提供することを要求することを含む。

2014 年９月に公表された報告書「移転価格の

文書化と国別報告のガイダンス」では、多国籍企

業に対して、マスターファイル、ローカルファイ

ル、国別報告の作成を義務付けることを提案して

いる。それぞれの内容は下記のとおりである。

①マスターファイル（親会社が作成）

◆多国籍企業の構造と所在地を示した図

◆事業の概要（営業収益の主要ドライバー、グルー

プで売上高上位５位以内の製品等、その地理的

なマーケット、グループ間の重要な役務提供の

取決め、グループ内企業の価値創造への貢献、

その期に行われた主要なＭ＆Ａ）

◆多国籍企業の無形資産（全体戦略の概要、移転

価格の点で重要な無形資産、関連企業間の重要

な契約、研究開発・無形資産のグループ内移転

価格の方針、対象期間中の関連企業間の無形資

産の重要な持分譲渡）

◆多国籍企業のグループ内金融活動（グループの

資金調達方法の概要、中核的に金融機能を果た

す会社、関連企業間の金融取引の移転価格方針）

◆多国籍企業の財務及び税務ポジション（連結財

務諸表、ユニラテラルな事前確認その他の各国

間の所得配分に係るルーリング）

②ローカルファイル（親・子会社がそれぞれ
作成）

◆組織図

◆経営戦略

◆主要な競合他社

◆主要な関連者取引とその背景
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◆移転価格算定根拠

◆財務諸表

③国別報告書（親会社が作成）

◆親会社・子会社所在国ごとの多国籍企業グルー

プの下記の情報

・租税法域　・非関連者からの収入

・関連者からの収入　・税引前利益

・法人税額　・資本金　・利益剰余金

・従業員数　・有形資産　・主たる事業活動

例えば、グローバル・トレーディングなどを

行っている金融機関等なども、詳細な開示が求め

られることになろう。

上記のうち、①の親会社が作成するマスター

ファイル、③の国別報告書の提供方法等について

は、引き続き検討することとされており、2015

年１月のＯＥＣＤ租税委員会で最終決着する見込

みである。提出方式としては、多国籍企業が進出

先の国ごとに、子会社を通じて提出する方法（子

会社方式）と、本店所在地国の税務当局に提出し、

租税条約の情報交換規定等により他国の税務当局

に提出する方法（条約方式）があるが、わが国の

経済界は、守秘義務の観点から、条約方式による

ことを求めている。

６）多国間協定の開発
ＢＥＰＳの行動計画の成果が実施されるとして

もＯＥＣＤのモデル租税条約の改定では、二国間

の租税条約の改定がなければ進捗せず、多大な時

間を要することになる。そこで、行動計画 15 では、

多国間協定の開発に向けた税法上または国際公法

上の論点を分析することとしていた。

2014 年９月の報告書「二国間租税条約の修正

のための多国間協定の開発」では、専門家グルー

プによる議論の結果、多国間協定は望ましい上に

実現可能との結論を盛り込んでおり、早期にマン

デートを付与することを勧告している。これを受

け、ＯＥＣＤは 2015 年初頭に多国間協定の正式

交渉のための国際会議を招集する予定である。

４章　今後の検討課題
１．ＢＥＰＳの 2015 年９月以降対応項

目

ＢＥＰＳ行動計画で、2015 年を期限とする項

目のうち主要なものとしては下記が挙げられる。

１）タックス・ヘイブン対策税制
2013 年７月の行動計画３では、ＯＥＣＤが過

去に大きな作業を行っていない分野として、タッ

クス・ヘイブン対策税制を挙げている。多くの国

で同制度を導入しているものの、必ずしもＢＥＰ

Ｓに包括的な方法で対応するものとはなっていな

い。同税制では、対象子会社の所得が親会社の所

得に合算され、納税者が軽課税国・地域に利益を

移転する誘因がなくなる。源泉地国でもプラスの

波及効果があるとして、タックス・ヘイブン対策

税制に関する勧告を、2015 年９月までにまとめ

ることとしている。

２）利子の損金算入制限
2013 年 7 月の行動計画 4 では、対内投資・対

外投資両方において、支払利子の損金算入によっ

て、二重非課税が生じ得ることが指摘されている。

対内投資においては低税率を適用されている関

連者からの借入により過度な利子の損金算入を創

出する一方で、債権者の利子への課税が軽減され
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る場合があること、対外投資では、所得控除また

は所得繰延を生み出すために負債を活用すること

で、関連所得の課税が繰り延べられるまたは免除

される一方で、支払利子は損金算入されることな

どが起こり得ること、移転価格の文脈で金融保証

や履行保証、デリバティブ、キャプティブ等の保

険契約などの他の金融取引に対する損金算入可能

な利子から同様の問題が生じ得る点が指摘されて

いる。そのため、下記が計画されている。

・利子の支払いやこれと同等の支払いを活用した

税源浸食を防止するためのルール設計における

ベストプラクティスの策定

・関連者間の金融取引の移転価格ガイダンスの策

定　など

2014 年 12 月には、討議ドラフト「利子控除及

び他の金融支払い」が公表されている。同ドラフト

では、「グループ単位のテスト」と「固定比率テスト」

の組み合わせで対応することを提案している。

前者は、獲得利益や資産の評価等の経済的活動

の測定に基づき、グループの第三者への実際の

ネットの支払利子に比例して、会社の支払利子の

控除を認めるというものである。後者は、企業の

獲得利益または資産価値に対して固定的なベンチ

マークのレシオを適用する方法である。ベンチ

マークとしては、例えば、現在の固定金利をＥＢ

ＩＴＤＡで除した比率などが考えられている。同

ドラフトは 2015 年２月６日までコメントを求め

ており、同 17 日にパリにおいてパブリックコン

サルテーションを実施する予定である。

３）ＰＥ（恒久的施設）認定の人為的回避の
防止

2013 年７月のＢＥＰＳの行動計画７では、下

記の点が指摘されている。

・外国企業の商品販売の契約が現地子会社によっ

て交渉・締結されるにもかかわらず、現地の代

理店を通じて販売した場合と比べて、同程度に

は利益に課税されない場合があること

・このことによって多くの企業は、代理店として

活動していた子会社との契約を「問屋契約」に

差し替えることで、販売が行われる国での機能

を実質的に変更しないまま、販売国の外に利益

を移転することにつながってきたこと（子会社

の利益を、商品販売の利益ではなく、販売委託

契約に基づく親会社からの手数料に転換し、よ

り少なくするなど）

その上で、問屋契約などの利用を含め、ＰＥ認

定を回避することを防止するようＰＥの定義の変

更を策定することとしている。

2014 年 10 月には、公開討議ドラフト「ＰＥ

認定の人為的回避の防止」が公表された。同ドラ

フトでは、問屋契約および類似の取決め、特定の

活動除外によるＰＥ認定の人為的な回避、契約の

分割、保険などへの対処が述べられている。問屋

契約に関しては、販売子会社が契約の締結に結び

つくような方法等で関与している場合などは、従

属代理人としてＰＥ認定することなどを提案して

いる。その一方で、ＰＥに帰属する所得について

は記述されていない。同ドラフトへのコメントの

期限は 2015 年１月９日とされている。

わが国の経済界は、ＰＥ概念が拡張される一方で、

各国が統一性の取れない形で帰属所得の計算を行え

ば、二重課税が拡大するとの懸念を示している。

４）移転価格税制
2013 年７月のＢＥＰＳの行動計画８、９、10

は、移転価格税制をターゲットとしている。移転

価格税制に関しては、前述した無形資産（行動計
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画 8）に限らず、移転価格税制を利用または濫用

して所得とそれを生み出す経済活動を切り離し

て、所得への課税を軽減することが可能となって

いることが指摘されている。

これに対応するため、行動計画９では、関連者の

リスクの移転または資本の過剰な配分によるＢＥＰ

Ｓを防止するためのルールの策定を計画している。

これは、ある企業が契約上リスクを負っているまた

は資本を提供しているという理由だけで、不適切な

利益がその企業に帰属することがないよう確保する

ための移転価格税制または特別措置の採用を含んで

いる。採用されるルールは、収益を価値創造と合わ

せることを要求するものとなること、行動計画４と

調整されることが述べられている。

行動計画 10 では、非関連者間では発生しない

または稀にしか発生しないであろう取引を関与さ

せることによるＢＥＰＳを防止するルールを策定

する。これには、①取引を再構築することが可能

な状況を明確にする、②グローバルなバリュー・

チェーンでの移転価格の算定方法、特に利益分割

法を明確にする、③管理報酬や一般管理費といっ

た税源を浸食する共通のタイプの支払いに対する

防御を提供する――ことが含まれる。

2014 年 11 月には、③に関して公開討議ドラ

フト「低価値加算のグループ内サービスに関する

移転価格ガイドラインの修正提案」が公表されて

いる。同ドラフトでは、幅広いグループ内共通の

サービスを特定して非常に限定された利益のマー

クアップを決定する、整合性のとれた分配の手掛

かりを適用する、コストの決定過程を示す文書の

作成を含んだ特定の報告により透明性を向上させ

るなどのアプローチを提案している。コメントの

期限は、2015 年１月 14 日である。

2014 年 12 月 16 日には、②に関する公開討議

ドラフト「グローバルなバリュー・チェーンにお

ける利益分割法の使用」、公開討議資料「クロス

ボーダーのコモディティ取引の移転価格」を公表

している。コメントの期限はいずれも 2015 年２

月６日である。さらに、同 19 日には、公開討議

資料「移転価格ガイドラインの第１章（独立企業

原則）の見直し（リスク、再構築及び特別な手段

を含む）」を公表している。こちらも、2015 年

２月６日がコメントの期限である。

５）紛争解決メカニズム
2013 年７月のＢＥＰＳの行動計画 14 は、紛

争解決メカニズムをより効果的にすることを目的

に掲げている。各国が相互協議の下で条約関連の

紛争を解決することを妨げる障害を精査し、対処

するための解決策を策定すること、租税条約の既

存の相互協議規定を強制的で拘束力のある仲裁規

定で補うことなどが検討課題として挙げられてい

る。2014 年 12 月 18 日には公開討議資料「より

効果的な紛争解決メカニズム」を公表し、2015

年１月 16 日までコメントを募集している。

６）その他
行動計画 11 は、ＢＥＰＳとそれに対処するた

めの行動に関するデータを収集・分析する方法を

確立するためのものである。2014 年７月から８

月にかけて関係者にコメント募集を行い、10 月

にコメントを公表している。2015 年１月に討議

ドラフトを公表する予定である。タックス・プラ

ンニングの報告義務（行動計画 12、2015 年９月）

は、納税者に濫用的なタックス・プランニングの

開示を求めるものである。米国ではプロモーター

と納税者に開示を義務付けている。2015 年３月

に討議ドラフトを公表する予定である。
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２．その他

１）総合主義から帰属所得主義への転換
平成 26 年度税制改正により、わが国では、非

居住者・外国法人への課税原則の転換を図ること

が決定された。

わが国の税法では、ＰＥを有する非居住者・外

国法人に対しては、全ての国内源泉所得を申告課

税とする総合主義を採用してきた７。しかし、Ｏ

ＥＣＤのモデル租税条約では、非居住者・外国法

人については、ＰＥに帰属する所得のみを課税対

象とする帰属主義８を採用しており、わが国が締

結する租税条約も基本的には帰属主義を採用して

いる。その結果、租税条約のない国の非居住者・

外国法人には総合主義、租税条約のある国の非居

住者・外国法人には帰属主義という課税原則の二

元化が生じていた。平成 26 年度税制改正により、

2016 年度からは、わが国の課税原則も、帰属主

義に改められ、二元化は解消される。

帰属主義の場合、外国法人のＰＥの帰属所得は、

分離・独立した企業であると擬制して所得の計算

を行うことになる。外国法人のわが国のＰＥと本

店との間の内部取引や国外関連者との間の取引に

ついても、移転価格税制の適用を受けることにな

る。ＰＥには分離・独立した企業と擬制した場合

にＰＥが果たすべき機能や事実関係に基づき、帰

属せられるべきリスク・資産・資本を配賦する。

外国銀行等の金融資産および関連するリスクにつ

いては、金融資産の創出とその後の管理を果た

す起業家的リスク引受機能（Key Entrepreneurial 

Risk Taking：ＫＥＲＴ機能）を果たす拠点に帰

属するものとされている。金融機関のグローバル

トレーディングについても、ＫＥＲＴ機能に基づ

き、判定されることとされており、トレーディン

グおよびリスク管理機能がＫＥＲＴ機能の一つで

あるとされている。保険会社の投資資産およびリ

スクについても、ＫＥＲＴ機能に基づいて判定す

ることとされており、保険リスクの引受けが、Ｋ

ＥＲＴ機能とされている。これを具体化するもの

として、ＰＥに帰属する責任準備金等の比率に基

づきＰＥに帰属すべき投資資産および投資収益を

算出する規定が設けられている。

ＰＥに配賦する資本の額は、外国法人の純資産

に、その外国法人のリスク・ウエイト資産（発生

し得るリスクを考慮した資産）に占めるＰＥに帰

属するリスク・ウエイト資産の割合を乗じる方法

等で算出する。外国銀行等の場合は自己資本比率

規制上の自己資本（税法上負債に該当するが自己

資本比率規制上は自己資本に該当するものを含

む）に、リスク・ウエイト資産全体に占めるＰＥ

のリスク・ウエイト資産の比率を乗じる方法等で

算出する。その際に、自己資本の額が過少であれ

ば、支払利子の損金算入が制限される。

一方で、わが国の法人の海外支店も外国税額控

除の控除限度額の計算における国外源泉所得につ

いて同じ取り扱いを受けることになる。わが国の

銀行は、免許等の関係で海外事業を子会社ではな

く支店形態で展開しており、2016 年度以降は、

―――――――――――――――――
７）より正確に言えば、わが国の場合は、非居住者・外国法人がわが国に支店等のＰＥを有する場合は全ての国内源

泉所得、建設作業や代理人等のＰＥを有する場合は、一部の国内源泉所得（利子・配当・使用料等は、ＰＥを通じ
て行う事業に帰するもののみ対象）が通常の総合課税・法人税課税の対象となり、わが国にＰＥがない場合は、一
定の種類の所得を除き源泉徴収で納税が完了することとされている。

８）より正確に言えば、わが国の場合は、非居住者・外国法人がわが国にＰＥを有する場合は、ＰＥに帰属する全て
の国内源泉所得が総合課税・法人税課税の対象となる。ＰＥに帰属しない国内源泉所得やＰＥがない場合の国内源
泉所得は、一部のもの（総合課税・法人税課税の対象）を除き、源泉徴収で納税が完了する。なお、ＰＥを有する
法人のＰＥに帰属する所得とそれ以外の国内源泉所得とは、通算しないこととされている。
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影響を受けることになる。

２）コーポレート・インバージョン
コーポレート・インバージョン（Corporate 

Inversion）とは、株主構成を変えずに本社を外国

に移転し、既存株主を外国本社の株主とし、既存

の親会社を当該外国本社の子会社とする組織再編

のことを言う。

例えば、Ｘ国に本社を置くＡ社の本社を、株主

構成を変えずに軽課税国であるＹ国に移転するこ

とを考える（図表 4-1 参照）。

まず、軽課税国にあるＢ社がＸ国にＡ ’ 社を設

立する（１）。その上で、Ａ ’ 社はＡ社を吸収合併し、

Ａ社の株主にはＡ ’ 社の親会社であるＢ社株式を

交付する（２）。

すると、（３）のように、元のＡ社株主は、外国

の本社（Ｂ社）を通じてＡ ’ 社を支配するようになる。

このような組織再編を行う前のＢ社が発行済株

式数がほとんどない（ペーパーカンパニー）なら

ば、組織再編後のＢ社の株主構成は、組織再編前

のＡ社の株主構成にほぼ等しくなる。

コーポレート・インバージョンを行うことの目

的は主に３つが考えられる。第１に、第三国で得

た所得について元の会社（図表 4-1 でいうＡ社）

ではなく新たな親会社（図表 4-1 でいうＢ社）に

帰属する所得とすることで税負担の軽減を図るこ

とが考えられる。第２に、タックス・ヘイブン対

策税制の対象となっていた外国子会社を、新設の

外国親会社の傘下に移転することで、タックス・

ヘイブン対策税制の適用を免れることが考えられ

る。第３に、組織再編後に元の国に残る会社（図

表 4-1 でいうＡ ’ 社）から組織再編後の親会社（図

表 4-1 でいうＢ社）に利子、ロイヤリティ等の形

で損金算入される所得を支払うことにより高課税

国での所得を圧縮し、グループ全体の税負担を軽

減することが考えられる。

米国では、2004 年の税制改正により対応策を

講じた。米国法人が、米国外で設立された新設親

法人の子会社となる、またはその資産のほとんど

全てを当該外国法人に直接・間接に移転した場合

図表4-1　コーポレート・インバージョンの例

（出所）各種資料を基に大和総研作成

（１） （２） （３）

軽課税国にあるＢ社が
Ｘ国にＡ’社を設立する

Ａ’社はＡ社を吸収合併し、
Ａ社の株主にＡ’社の親
会社のＢ社株式を交付

元のＡ社株主は外国の
本社（Ｂ社）を通じてＡ’社
を支配するようになる

Ｘ国

Ｙ国
（軽課税国）

Ａ社株主 Ａ社株主 Ｂ社株主

Ａ社 Ａ’社 Ａ’社Ａ社 Ａ’社

Ｂ社

株式
交付

出資

会社
財産

Ｂ社 Ｂ社

出資出資

出資

出資
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は、米国の内国法人の株主が、当該新設外国親法

人株式の議決権または価値の 80％以上を保有す

ることになり、当該新設外国親法人がその設立地

で事業をほとんど行っていないと判断されれば、

当該新設外国親法人を米国法人として取り扱うこ

ととしている。その後、当該税制の適用を潜脱す

るスキームを採用する企業が増えてきたこと等か

ら、最近では、2014 年１月に、ＩＲＳが当該コー

ポレート・インバージョン対策税制を強化する規

則を公表している。

わが国でも、三角合併制度が導入された際に、

平成 19 年度税制改正で対応が図られた。

一つは、企業グループ内の内国法人間で行われ

る一定の三角合併（合併法人と被合併法人との間

に 50％超の資本関係がある場合）のうち、タッ

クス・ヘイブン等に所在する外国親会社株式を対

価とする場合は、適格合併としての課税繰り延べ

等の措置の適用を受けられないこととなった。

さらに、コーポレート・インバージョン対策合

算税制が導入された。内国法人の株主が、三角合

併等の組織再編成により、タックス・ヘイブン等

に所在する外国親法人を通じて当該内国法人の

発行済株式等の 80％以上を間接保有することと

なった場合には、その外国親法人が各事業年度に

おいて留保した所得をその持株割合に応じて、そ

の外国親会社の株主である居住者や内国法人の所

得と合算して課税することとしている。

もっとも、コーポレート・インバージョンをは

じめとする企業組織再編を活用した租税回避行為

には多様な形態が考えられる。そのため、わが国

の法人税法には、企業組織再編に係る包括的な租

税回避防止規定が設けられている。

企業組織再編は取引として複雑であり、租税回

避としてコーポレート・インバージョン対策税制

の適用対象となり得るか、租税回避行為に該当す

るか、実務上必ずしも明確でない点がある旨が問

題点として指摘されている。複雑な行為であるが

ゆえに租税回避が仕組まれるリスクは常にあり、

これを防止する仕組みが必要である。とはいえ、

実務の不明瞭さが、合理的な企業組織再編を妨げ

ることは回避しなければならない。
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